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企業の 36.0％が「見直しは特にし

ていない」  

～パートタイム・有期雇用労働者総合実

態調査  

 

厚生労働省から、「令和３年パートタ

イム・有期雇用労働者総合実態調査の概

況」が公表されました。この調査は、パ

ートタイム・有期雇用労働法の施行後の

状況を明らかにすることを目的として実

施されるものです。調査結果のポイント

は次のとおりです。  

◆事業所調査  

○企業におけるパートタイム・有期雇用

労働者の雇用状況  

パートタイム・有期雇用労働者を雇用

している」企業は 75.4％となっている。

そのうち「無期雇用パートタイムを雇用

している」企業は  51.4％、「有期雇用

パートタイムを雇用している」企業は  

27.1％、「有期雇用フルタイム」を雇用

している企業は  23.2％となっている。  

○パートタイム・有期雇用労働法の施行

による待遇の見直し  

 同法が施行された令和２年４月（中小

企業は令和３年４月）以降のパートタイ

ム・有期雇用労働者と正社員の間の不合

理な待遇差の禁止の規定への対応をみる

と、「見直しを行った」企業の割合が  

28.5％、「待遇差はない」が  28.2％と

なっており、合わせて６割近くになって

いる。一方、「見直しは特にしていない」

企業の割合は 36.0％となっている。  

また、「パートタイム・有期雇用労働

者の待遇の見直しを行った」企業につい

ては、見直した待遇の内容は「基本給」

が 45.1％と最も高く、次いで「有給の

休暇制度」が 35.3％となっている。  

◆個人調査  

○自身と業務の内容および責任の程度が

同じ正社員と比較した賃金水準の意識  

 「業務の内容及び責任の程度が同じ正

社員がいる」パートタイム・有期雇用労

働者の賃金水準についての意識は、パー

トタイム・有期雇用労働者計でみると「賃

金水準は低く、納得していない」が

45.0％と最も高くなっている。  

○自身と正社員との待遇の相違について

の説明要求の有無及び結果  

 令和２年４月（中小企業は令和３年４

月）以降の自身と正社員との待遇の相違

の内容や理由について、「説明を求めた

ことがある」パートタイム・有期雇用労

働者は 15.1％であり、そのうち「説明

があり納得した」割合は 79.7％である。  

詳しくは、下記厚生労働省のホームペ

ージをご覧ください。  

【令和３年  パートタイム・有期雇用労

働者総合実態調査の概況】  

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list

/170-1/2021/index.html 
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高齢労働者も DX・リスキリング  

 

日本の労働人口は 2040 年までに

20％減るともいわれています。一方で政

府は、年金の支給開始年齢の 70 歳まで

の引上げを視野に入れているようです。

働かなくてはならない高齢者も増え、労

働力人口に占める働く高齢者の割合も増

えることになるでしょう。高齢になって

からも働かなくてはならないというのは

確実なようです。  

◆DX（デジタルトランスフォーメーショ

ン）・リスキリングの必要性  

 いま、DX・リスキリングが必要だとい

うことがいわれていますが、働く高齢者

も例外ではありません。  

 DX とリスキリングはセットで考えな

いと効果がありません。帝国データバン

クが行った「リスキリングに関する企業

の意識調査」（2022）によると、DX に

取り組んでいると回答した企業のうち８

割以上がリスキリングにも取り組んでい

ます。一方、DX にまだ取り組んでいな

い企業では３割程度しかリスキリングに

取り組んでいません。  

 年齢が上がるとどうしても新しい物事

に取り組む意欲が弱くなり、慣れ親しん

だ方法から離れられなくなるということ

はあるでしょう。しかし、これからも働

くのであれば、年齢や業種、職層に関係

なくＤＸ・リスキリングは必須のものと

なります。  

◆リスキリングとは、つまり……  

 いまだに「神エクセル」や「エクセル

方眼紙」が根強く残っている企業もある

でしょうか。リスキリングとは、ごく簡

単にいえば、新しいデジタルツールの学

習であるともいえます。  

 ただ、新しいデジタルツールといって

もこれまでの技術の延長上にあるもので

すので、仕組みが分かれば怖いことはあ

りません。高齢労働者がこれまでの職業

経験も活かして、臆せずに新しい知識を

吸収していけるような取組みが、企業に

は求められます。  

【労働政策研究・研修機構 (JILPT) 「60

代の雇用・生活調査」】  

https://www.jil.go.jp/institute/resea

rch/2020/199.html 

【帝国データバンク「リスキリングに関

する企業の意識調査」】  

https://www.tdb.co.jp/report/watc

hing/press/p221109.html 

 

「冬期型災害」に気をつけよう！  

冬の転倒災害対策  

 

◆冬は労働災害が多発す

る季節  

 冬期は、凍結による転

倒、自動車のスリップや

視界不良による交通事故、除雪・雪おろ

し作業に伴う墜落・転落・腰痛、暖房器

具等による一酸化炭素中毒など、特有の

労働災害（冬期型災害）の発生が懸念さ

れます。特に転倒災害が多発するために、

冬は労働災害が最も多く発生する季節と

いわれていますから、寒さが厳しくなる

前に、対策を講じておきたいものです。  

◆事業場で取り組む転倒災害対策  

 まずは、職場巡視等を行って、事業所

内の危険箇所を把握・特定しましょう。  

 凍結が起こりやすいのは、駐車場、屋

外通路、建物出入口です。このような箇

所には、表示などを行って危険を「見え

る化」するとともに、たとえば雪や水分

を拭き取るためのマットを設置するなど、

対策を講じます。  

 特に危険なのは、「雪が踏み固められた

箇所」です。降雪時には、雪が積もった

ままにならないようにする必要がありま

す。把握しておいた危険箇所について、

除雪や凍結防止対策（融雪剤や砂の散布

等）を行うことで、転倒のリスクを減ら

すことが可能となります。必要な用具は

早めに確保しておくとともに、除雪作業

等を行う場合の墜落・転落、転倒、はさ

まれ・巻き込まれ災害等の危険性も事前

に特定しておきましょう。  
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